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申込み
フォーム

　認可保育園の保育料の適正化
に取り組むため、清瀬市使用料
審議会にて検討していただく市
民委員を募集します。
 対次の全ての要件を満たす方。
①市内在住・在勤・在学の方②
令和６年４月１日現在で１８歳以
上の方③会議に出席可能な方④
清瀬市職員または清瀬市議会議
員でない方【募集定員】５人以内
（委員会は学識経験者を含む１0
人以内で構成）

【任期・会議】令和６
年８月～１２月におい
て５回開催予定。いずれも平日
午後６時～８時を予定
【報酬】9,000円（会議１回の出
席につき）
 申 問応募動機を４00字程度に
まとめ、住所・氏名・年齢・職
業・電話番号を明記し、６月２８
日（必着）までに申込みフォー
ムまたは直接窓口、郵送で財政
課財政係☎0４２-４97-１８１0へ

清瀬市使用料審議会委員

６月は食育月間・１９日は食育の日
　食育とは、さまざまな経験を通じて、「食」に関する知識や「食」を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践することができる人を育
てることです。難しいことではなく、まず一人ひとりが食生活を見直し「栄養バランスのとれた食事を摂る、朝ごはんを食べる」などの望
ましい食生活を送ることです。この機会に日ごろの食生活を振り返り実行しましょう！　 問健康推進課成人保健係☎0４２-４97-２07６

　清瀬市の食育を推進することを目的とした「きよせ食ネットワー
ク会議」では、令和６年度のテーマを「食塩の摂取量を減らす」とし
ています。クックパッドの清瀬市公式キッチンに減塩のレシピを掲
載するなど、市民の皆さんにさまざまな情報を発信しています。ま
た、「共食の推進」で、清瀬市オリジナル共食推進マークを周知す
るため、６月の食育月間に合わせて下記のポップを配布物に掲載し
ています。

　　「きよせ食ネットワーク会議」の取り組み
　食育の取り組みの一環として、料理レシピサービスの
「クックパッド」に、清瀬市の公式キッチンを開設しまし
た。市が過去に実施していた料理教室のレシピや、学校給
食、保育園給食のレシピなどから抜粋し、皆さんに紹介し
ています。令和６年度は「減塩」をテーマにしたレシピを、
毎月１9日の「食育の日」に合わせて更新しています。ぜひ活用してく
ださい。

　　クックパッドの清瀬市公式キッチンを活用してください！

詳しくは
こちら

野菜を食べよう！ 清瀬の地場野菜
　一日に必要な野菜の摂取量は成人は3５0グラム、子どもは２８0グ
ラム（「東京都幼児向け食事バランスガイド　3～５歳」より）が望ま
しいとされています。令和元年の国民健康・栄養調査によると、
２0歳以上の１人１日あたりの野菜類の平均摂取量は２８0.５グラムで
した。１日の平均摂取では、あと小鉢１皿（70グラム）分の野菜が不
足しています。小鉢１皿分の目安は、生野菜なら両手に軽く１杯程度、
温野菜なら片手に軽く１杯程度です。あと一皿、野菜を食卓にプラ
スしてみましょう。
　清瀬市では、地元産の野菜が農家やスーパーの地場野菜コーナー
で購入できるため、新鮮な野菜と触れ合うことができ、食育環境に
とても恵まれています。また、地元産のものを地元で消費すること
で、食材を運ぶ際のガソリンなどによる環境負荷が削減され、
SDGｓ（持続可能な開発目標）にもつながります。ぜひ旬の採れたて
野菜をお召し上がりください。

清瀬市商工振興計画（第２次）
策定委員

　市内商工業の振興に向けて、
清瀬市商工振興計画（第２次）策
定委員会にて検討していただく
策定委員を募集します。
 対次の全ての要件を満たす方。
①市内在住で１８歳以上の方②
おおむね隔月１回程度の会議に
出席可能な方
【募集定員】２人（委員会は商工
業関係者などの各種関係者、識
見を有する者、公募による市民
および市職員で構成）

【任期・会議】令和６
年８月～令和7年9月
において隔月で計６回程度を開
催予定【謝礼】５,000円（会議１
回の出席につき）
 申 問応募動機を４00字程度に
まとめ、住所・氏名・生年月日
・職業・電話番号・メールアド
レスを明記し、６月２１日（必着）
までに申込みフォームまたは直
接窓口、郵送で産業振興課商工
係☎0４２-４97-3１８7へ

　６月１日の人権擁護委員の日に伴い、人権擁護委員による「街頭特
設人権相談」を行います。啓発グッズの配布があります。
 日６月１日㈯午前１0時～正午 場 直アミュービル正面入口前
 問市民協働課協働係☎0４２-４97-１８03

街頭特設人権相談を行います

　清瀬市環境課清掃事務所では、粗大ごみの直接持ち込みを受け付
けていましたが、粗大ごみの一時保管場所である清柳園内の施設解
体に伴い、令和６年7月3１日㈬をもって、受け付けを終了します。
　８月以降はごみ分別アプリまたは電話で申込みいただき、ご自宅
や集合住宅ごみ集積所に収集車が回収に行きます。ご理解・ご協力
をお願いします。
※柳泉園組合では直接持ち込みを引き続き受け付けます。
 問環境課ごみ減量推進係☎0４２-４93-37５0

清瀬市環境課清掃事務所
粗大ごみの持ち込み対応を終了します

4月1日　令和６年清瀬市消防団
機能別分団発足式を挙行しました

　大規模災害時において元消防団員として培った豊富な知識、技術
などを活かして、消防ポンプ自動車による消火活動の補助や、重機
などの操作に従事していただくなど、災害に対する対応の強化を図
るため、清瀬市消防団機能別分団を発足し
ました。
　清瀬市消防団は地域防災の中核として、
住民が安心して生活でき、災害に強い清瀬
市を目指して地域に貢献してまいります。
 問防災防犯課防災防犯係☎0４２-４97-１８４7

今月の
納期 ◆市・都民税（第1期）　7月1日㈪までに納めてください。

申込み
フォーム

きよせWalking Map
スタンプラリー（夏）予告

　自然豊かな魅力のある清瀬市
内を巡るウォーキングをさらに
楽しんでいただくため、スマー
トフォンを使ったデジタルスタ
ンプラリーを開催します。
　期間中にウォーキングコース
を歩いてスタンプを獲得し、応
募いただいた方に抽選で、市内
加盟店で１ポイント＝１円で利
用できるきよせニンニンポイン
トを１000ポイントプレゼント

します。詳細は６月１５日号にて
ご案内します。
 対市内に住民登録のある方
 期7月１日㈪～3１日㈬  
 問健康推進課成人保健係
☎0４２-４97-２07６
※きよせニンニンポイントの受
け取りには、スマートフォン用
の地域アプリ「きよせニンニン
ポイントアプリ」のインストー
ルとユーザ登録が必要です。

発 足 式


